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NEWS RELEASE 

2016年 10月 17日 

各 位 

会 社 名  ライフネット生 命 保険 株 式会 社 

代表者名 代 表取締 役社長  岩 瀬  大 輔 

 （証券コード：7157 東証マザーズ） 

ライフネット生命保険 2016年度第 2四半期の保険金等の支払状況 

2016年度第 2四半期の支払実績は 1,483件 

ライフネット生命保険株式会社（URL：http://www.lifenet-seimei.co.jp/ 本社：東京都千代田区、代表取締

役社長：岩瀬大輔）は、2016年度第 2四半期（2016年 7月～9月）の保険金等の支払状況をお知らせしま

す。 

2016年度第 2四半期にお支払いした保険金等は、保険金 10件、給付金 1,473件の合計 1,483件となり

ました。また、お支払いできない事由（支払不可事由）に該当すると判断した件数は、保険金 1件、給付金 64

件の合計 65件となりました。この結果、2016年 4月から 9月までにお支払いした保険金等は 33件、給付金

2,856件の合計 2,889件となり、お支払いできない事由に該当すると判断した件数は、保険金 4件、給付金 

104件の合計 108件となりました。 

当社は、「ライフネットの生命保険マニフェスト」（URL：http://www.lifenet-seimei.co.jp/profile/manifesto/）

において、生命保険会社の最も重要な社会的責務である保険金等の支払いを「正確に、遅滞なく」実行するこ

とを目指すとともに、保険金等の支払いに必要な書類の会社到着から原則「5営業日以内
*1
」に、指定口座に

保険金等をお支払いしています。2016年 4月から 9月までの平均支払所要日数（営業日）は、2.55日
*1
とな

りました。 

なお、2016年 3月から、医療保険の給付金請求手続きをオンラインで完結させる「スマ速請求」を開始しま

した。本サービスは、医療保険の給付金請求手続きにおいて、従来お客さまに郵送で提出していただく必要

があった書類を、スマホなどで撮影し、そのまま画像をアップロードすることで提出できるサービスです。「スマ

速請求」を実際に利用されたお客さまの感想は以下のとおりです。 

今後も、より便利に給付金請求を行っていただけますよう、「スマ速請求」のより一層の普及を図るとともに、

さらに便利な保険サービスを提供できるよう、工夫を重ねてまいります。 

■「スマ速請求」を利用されたお客さまの声 

 

 

 

 

 

 

 

  

「書類を画像で提出できるようになっていたこと

がとても便利で良かったです。書類コピーの手

間がなくなったことで、請求がとても便利で早く

なり、助かりました。」（30代 女性） 

「マイページからの画像提出は、簡単でした。

時代に見合った、請求方法で、感動しました。」

（20代 女性） 

http://www.lifenet-seimei.co.jp/
http://www.lifenet-seimei.co.jp/profile/manifesto/
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保険金等の支払件数、支払不可事由に該当する件数および内訳
*2

 

2016年度（4月～9月）                                              （単位：件） 
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合計 2,889 108 - - 22 - 2 84 

定期死亡保険 

死亡保険金 33 4 - - 2 - 2 - 

高度障害保険金 - - - - - - - - 

保険料の払込免除 - - - - - - - - 

終身医療保険 

入院給付金 1,177 22 - - 1 - - 21 

手術給付金 400 11 - - - - - 11 

保険料の払込免除 - - - - - - - - 

終身医療保険(2014) 

入院給付金 411 29 - - 12 - - 17 

女性入院給付金 144 9 - - 2 - - 7 

手術給付金 254 20 - - 5 - - 15 

がん治療給付金 14 1 - - - - - 1 

先進医療給付金 1 - - - - - - - 

保険料払込免除 - - - - - - - - 

定期療養保険 

入院療養給付金 225 3 - - - - - 3 

外来療養給付金 159 1 - - - - - 1 

がん治療給付金 10 1 - - - - - 1 

先進医療給付金 - - - - - - - - 

保険料の払込免除 - - - - - - - - 

就業不能保険 就業不能給付金
*3

 61 7 - - - - - 7 

就業不能保険(2016) 
就業不能給付金

*3
 - - - - - - - - 

高度障害給付金 - - - - - - - - 

*1 書類到着日を 1 日目として、営業日ベースで計算した日数です。ただし、請求書類の不備の補完に要した日数は除きます。また、事

実の確認後に保険金等をお支払いした事案は平均支払所要日数の計算に含めていません。 

*2 件数の実績は請求種類ごとの集計であり、請求内容によっては 1契約で複数の件数を計上する場合があります。 

*3 就業不能給付金は、期間中の月ごとのご請求を個別に計上する延べ件数表記となっているため、支払件数と被保険者数は必ずしも

一致しません。なお、2016年度（2016年 4月～9月）に就業不能給付金をお支払いした被保険者数は、26人です。 
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保険金等の支払件数、支払不可事由に該当する件数の推移                      （単位：件） 

  支払件数 支払不可事由該当件数 

2016年度 
第 2四半期 （2016年 7月～9月） 1,483 65 

第 1四半期 （2016年 4月～6月） 1,406 43 

2015年度 

第 4四半期 （2016年 1月～3月） 1,294 54 

第 3四半期 （2015年 10月～12月） 1,286 33 

第 2四半期 （2015年 7月～9月） 1,273 23 

第 1四半期 （2015年 4月～6月） 1,189 58 

2014年度 

第 4四半期 （2015年 1月～3月） 1,166 39 

第 3四半期 （2014年 10月～12月） 1,224 38 

第 2四半期 （2014年 7月～9月） 1,203 73 

第 1四半期 （2014年 4月～6月） 1,240 56 

2013年度 

第 4四半期 （2014年 1月～3月） 1,284 34 

第 3四半期 （2013年 10月～12月） 1,348 53 

第 2四半期 （2013年 7月～9月） 1,079 30 

第 1四半期 （2013年 4月～6月） 911 41 

2012年度 

第 4四半期 （2013年 1月～3月） 661 26 

第 3四半期 （2012年 10月～12月） 678 43 

第 2四半期 （2012年 7月～9月） 537 8 

第 1四半期 （2012年 4月～6月） 480 19 

2011年度 

第 4四半期 （2012年 1月～3月） 432 20 

第 3四半期 （2011年 10月～12月） 347 12 

第 2四半期 （2011年 7月～9月） 262 9 

第 1四半期 （2011年 4月～6月） 243 15 
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お支払いした事案の概要 

2016年度第 2四半期に実際にお支払いした主な事案の概要は、以下のとおりです。 

属性 支払対象 支払事由に該当した事案の概要 

30代女性 終身医療保険 2014 

入院給付金 

女性給付金 

手術給付金 

 

 分娩停止により、1日間入院されました。 

 このため、入院給付金 12万 8千円をお支払いしました。 

【給付金ご請求者の感想】 

「保険はややこしくて面倒というイメージがありましたが、加入時

も保険請求時も分かりやすくてとても簡単でした。自分でやるか

らこそ理解して納得して進められるのがネットの良さだと感じま

す。電話相談時も本当に親切に教えて頂けました。ありがとうご

ざいました」 

30代男性 終身医療保険 

入院給付金 

 両側上下埋伏智歯により、2日間入院されました。 

 このため、入院給付金 2万円をお支払いしました。 

【給付金ご請求者の感想】 

「初めて請求手続きをして、オペレーターの方の説明もわかりや

すく、給付までが非常に迅速な対応で言うことなしでした。一番

良いなと思ったのは、診断書を病院からもらわずに給付して頂

けた事です。診断書代がかからず助かりました」 

30代男性 就業不能保険 

就業不能給付金 

 急性骨髄性白血病を原因として、就業不能状態となられ、その

状態が 180日を超えました。 

 このため、就業不能給付金月額20万円を4ヶ月間、お支払いし

ました。 

お支払いできない事由に該当する事案の概要 

2016年度第 2四半期にお支払いできない事由に該当すると判断した主な事案の概要は、以下のとおりです。 

支払非該当事由 種類 支払非該当とした事案の概要 

免責事由該当 死亡保険金  被保険者死亡による請求をいただきましたが、審査の結果、被

保険者の死因は自殺であることが判明しました。 

 責任開始から 3年以内の自殺のため、免責事由に該当し、ご請

求の保険金はお支払いできませんでした。 

告知義務違反 入院給付金 

女性入院給付金 

手術給付金 

 病気による入院・手術給付金の請求をいただきましたが、事実

確認の結果、契約の申し込み前に入院・手術の原因となった病

気を医師より説明されていたにもかかわらず事実を告知してい

ただかなかったことが判明し、かつ、告知いただかなかった事実

とご請求いただいた病気に因果関係が認められました。 

 このため、ご契約は告知義務違反として解除し、ご請求の給付

金はお支払いできませんでした。 

支払事由非該当 入院給付金 

手術給付金 

 病気による入院給付金の請求をいただきましたが、ご提出いた

だいた書類より、治療目的の 1 泊以上の入院ではなかったこと

が確認されました。 

 治療目的の 1 泊以上の入院が支払事由となる「じぶんへの保

険」をご契約いただいていたため、ご請求の給付金はお支払い

できませんでした。 
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用語の説明 

支払不可事由に該当する事由の説明は、以下のとおりです。なお、「約款」とは、当社の定期死亡保険（無

配当・無解約返戻金型）、終身医療保険（無配当・無解約返戻金型）、終身医療保険（無配当・無解約返戻金

型）（2014）、定期療養保険（無配当・無解約返戻金型）、就業不能保険（無配当・無解約返戻金型）および就

業不能保険（無配当・無解約返戻金型）(2016)にかかるそれぞれの普通保険約款を指しています。 

詐欺取消 

保険加入に際して、ご契約者または被保険者に詐欺行為があった場合、保険契約を取消し

とさせていただくことがあります。 この場合、すでに払い込みいただいている保険料は払い

戻しません。（約款 「詐欺による取消し」） 

不法取得目的

無効 

保険金などを不法に取得する目的をもって、保険契約に加入された場合は、保険契約を無効

とさせていただくことがあります。 この場合、すでに払い込みいただいている保険料は払い

戻しません。（約款 「不法取得目的による無効」） 

告知義務違反

解除 

保険加入に際して、ご契約者または被保険者が故意または重大な過失により、告知すべき

重要な事実について告知いただかなかった場合や、事実でないことを告知された場合、保険

契約を解除させていただくことがあります。（約款 「告知義務違反による解除」） 

重大事由解除 

保険金等を詐取する目的で故意に事故を起こした場合、保険金等のご請求に際して診断書

偽造などの詐欺行為があった場合、その他、約款「重大事由による解除」に定める事由によ

って、保険契約を解除させていただくことがあります。 

免責事由該当 

約款に定める「保険金を支払わない場合（免責事由）」および「給付金を支払わない場合（免

責事由）」にそれぞれ該当する場合、ご請求内容が、保険約款に定める免責事由に該当する

と判断させていただくことがあります。 

支払事由 

非該当 

ご請求内容が、約款に定める支払事由に該当しないと判断させていただくことがあります。

（約款に定める「支払事由」に該当しない場合）なお、保険金等が支払われるのは、約款に規

定されている支払事由に該当した場合のみです。 

 

ライフネット生命について   URL： http://www.lifenet-seimei.co.jp/  

ライフネット生命保険は、相互扶助という生命保険の原点に戻り、「正直に経営し、わかりやすく、安くて便

利な商品・サービスの提供を追求する」という理念のもとに設立された、インターネットを主な販売チャネルと

する新しいスタイルの生命保険会社です。インターネットの活用により、高い価格競争力と 24時間いつでも申

し込み可能な利便性を両立しました。徹底した情報開示やメール・電話・対面での保険相談などを通じて、お

客さまに「比較し、理解し、納得して」ご契約いただく透明性の高い生命保険の選び方を推奨し、「生命（いの

ち）のきずな＝ライフネット」を世の中に広げていきたいと考えています。  

会社および商品の詳細は http://www.lifenet-seimei.co.jp/ をご覧ください。 

株主・投資家向けの情報は http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/ をご覧ください。 

本件に関するお問い合わせ先 

03-5216-7900（広報：関谷／IR：近藤） 

 

http://www.lifenet-seimei.co.jp/
http://www.lifenet-seimei.co.jp/
http://ir.lifenet-seimei.co.jp/ja/

